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４．長崎南北幹線道路のルート選定
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県立総合体育館

一）長与大橋町線

西彼杵道路

茂里町

第２案 市街地の西側を通るルート案

【説明】
一般国道２０６号より西側の市街地を通過するルート案

浦上水源地

横道
井手園

道ノ尾

住吉

赤迫

岩屋橋

大橋

松山
下の川

北郵便局前茂里町

主）長崎畝刈線
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県立総合体育館

西彼杵道路
第２案 市街地の西側を通るルート案

【説明】
用途地域は住居系が主に指定されており、一部市街化調整区域がある。

用途地域（凡例）

第１種低層住居専用地域

第２種低層住居専用地域

第１種中高層住居専用地域

第２種中高層住居専用地域

第１種住居地域

第２種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域

茂里町

浦上水源地

横道 井手園

道ノ尾

住吉

赤迫

岩屋橋

大橋
松山

下の川
北郵便局前

茂里町
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平和公園 長崎大学

県立総合体育館

県営野球場 浦上水源地

第２案 市街地の西側を通るルート案

４．長崎南北幹線道路のルート選定

茂里町

トンネル、一般部

井手園横道

道の尾

住吉

岩屋橋
下の川

高架橋

時津ＩＣトンネル、一般部
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岩屋山

住宅地
（丘陵地）

調整区域
（山林）

調整区域
（丘陵地）

住宅地
（丘陵地）

住宅地
（丘陵地）

住宅地
（丘陵地）

調整区域
（山林）

住宅地
（丘陵地）

調整区域
（山林）

商業・住宅地
（平地）

調整区域
（山林）

商業・住宅地
（平地）

住宅地
（丘陵地）

【説明】
・西側ルートのうちＪＲに近いエリアは、住宅地（丘陵地）のため、高架橋や一般部となる。
・さらに西側エリアでは、地形が岩屋山に向かって標高が高くなっていることから、トンネル

を採用すれば、支障建物が減る。
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高架橋、一般部


